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定款一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、定款の一部変更の議案を、平成22年６月29日開催予定の

当社第155回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし

ます。 

記 

１．変更の理由 

当社の事業内容の多様化および執行役員制度の導入に伴い、以下の変更を行うものであります。 

(1) 現行定款第３条（目的）に一部事業を追加するものであります。 

(2) 取締役会の意思決定を迅速にし、取締役の経営責任をより明確にするため、取締役の員数

の上限を15名から８名に減じ、その任期を１年とするほか、所要の変更を行うものであり

ます。 

(3) 機動的な資本政策および利益還元政策を図るため、剰余金の配当等を取締役会の決議によ

り行うことを可能とするための規定を新設するものであります。 

 

２．変更の内容 

変更の内容は別紙のとおりであります。 

 

３．日程 

定款変更のための株主総会開催日 平成22年６月29日（火曜日） 

定款変更の効力発生日      平成22年６月29日（火曜日） 

以上 



別紙 

（下線部は変更部分） 

現行定款 変更案 

 

     第１章 総則 

 第３条（目的） 

 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

１．～９．＜記載省略＞ 

10．家庭用電化製品、衣料品、玩具、健康機器等 

  の製造、売買および輸出入 

 

11．～17．＜記載省略＞ 

 

     第３章 株主総会 

 第14条（株主総会の招集権者および議長） 

 当会社の株主総会は、取締役会の決議により社

長が招集し、議長となる。 

 社長に事故あるときは、取締役会においてあら

かじめ定めた順序により、他の取締役がこれに当

る。 

 

 

     第１章 総則 

 第３条（目的） 

 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

１．～９．＜現行どおり＞ 

10．家庭用電化製品、衣料品、寝具、玩具、衛生

関連製品、健康機器その他生活関連用品等の製

造、売買および輸出入 

11．～17．＜現行どおり＞ 

 

     第３章 株主総会 

 第14条（株主総会の招集権者および議長） 

 当会社の株主総会は、あらかじめ取締役会の定

めた代表取締役が招集し、議長となる。 

 代表取締役に事故あるときは、取締役会におい

てあらかじめ定めた順序により、他の取締役が議

長となる。 

 

第４章 取締役および取締役会 

 第20条（取締役の数） 

 当会社の取締役は、15名以内とする。 

 

第４章 取締役および取締役会 

 第20条（取締役の数） 

 当会社の取締役は、８名以内とする。 

 第23条（代表取締役および役付取締役） 

 取締役会は、その決議によって代表取締役を選

定する。 

 取締役会は、その決議によって取締役の中から

会長、社長各１名および副社長、専務取締役、常

務取締役各若干名を定めることができる。 

 第23条（代表取締役） 

 取締役会は、その決議によって代表取締役を選

定する。 

 代表取締役は、取締役会の決議を執行し、会社

業務を総轄する。 

  

 



現行定款 変更案 

 

第24条（役付取締役の分掌） 

 会長は、取締役会を招集し、その議長となる。 

 社長は、取締役会の決議を執行し、会社業務を

総轄し、会長欠員または事故あるときは、取締役

会を招集し、その議長となる。 

 副社長、専務取締役および常務取締役は、社長

を補佐して、会社の日常業務を処理し、社長に事

故あるときは、取締役会において、あらかじめ定

めた順序により、他の取締役が社長の職務を代行

する。 

 

 第25条（取締役の任期） 

 取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事

業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の

終結の時までとする。 

 補欠により選任した取締役の任期は、前任者の

残任期間とする。 

 

第24条（取締役会議長） 

 取締役会は、その決議によって代表取締役のう

ち１名を取締役会の議長として選定する。 

 取締役会議長は、取締役会を招集する。 

 取締役会議長に事故あるときは、取締役会にお

いてあらかじめ定めた順序により、他の取締役が

これに当る。 

 

 

 

 

 第25条（取締役の任期） 

 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事

業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の

終結の時までとする。 

 補欠により選任した取締役の任期は、前任者の

残任期間とする。 

 

    ＜新設＞ 

 

 

 

 第47条（剰余金の配当等の決定機関） 

 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第１

項各号に定める事項については、法令に別段の定

めがある場合を除き、取締役会の決議によって定

める。 

 

 第47条～第49条 

    ＜記載省略＞ 

 

 第48条～第50条 

    ＜現行どおり＞ 

 

 
 


